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論

叢

二
五
減
租
問
題

1
l特
に

祈

江

省

の

二

五

減

租

問

題

1
1

支
那
の

昭
和
十
六
年
持
二
月
殺
行

l¥. 

木

芳

之

助

支
那
は
古
来
品
民
主
以
て
園
を
立
て
、
今
日
に
吾
川
る
も
向
ほ
農
村
経
済
時
代
を
離
脱
す
る
に
至
ら
宇
、
農
民
人
目
は
会
人
目
。
八
割

.
徐
を
占
め
亡
ゐ
る
ロ
放
に
こ
の
立
闘
の
基
礎
秒
輩
同
な
ら
し
め
ん
p

と
す
れ
ば
、
先
づ
以
て
全
人
目
白
八
割
徐
を
占
め
る
農
民
白
生
活

を
安
定
せ
し
む
る
を
要
ず
る
。
こ
れ
従
来
支
那
に
於
て
農
業
生
産
主
岬
暗
闘
し
た
る
外
に
、
近
年
減
租
(
小
作
料
借
械
)
政
策
を
決
定
し
、

農
民
、
侍
に
小
作
農
D
負
捲
軽
減
を
闘
ら
ん
と
せ
る
所
以
で
あ
る
。

を
占
め
る
。
黄
河
流
域
に
於
て
は
最
少
に
し
て
、

而
し
て
支
那
何
農
(
小
作
農
)
白
金
農
家
自
4

に
占
め
る
割
合
を
見
る
に
、
揚
子
江
流
域
及
び
珠
江
流
域
を
以
て
最
多
と
し
、
約
四
割

一
割
三
分
を
占
め
る
に
過
ぎ
た
い
。
小
作
農
は
揚
子
江
及
び
珠
江
流
域
主
以
て
最

二五悼祖問題とは小作料二部茸分事l下問題である。

支
那
白
二
五
様
租
問
題

館
五
十
三
容

多
と
な
す
が
故
に
、
小
作
農
の
保
護
は
営
然
と
白
雨
匝
域
に
於
て
最
も
緊
要
在
り
と
す
る
。
岡
氏
黛
及
び
政
府
は
民
圃
十
五
年
十
月

(註ー〉

五
九
七

第
六
挽



支
那
四
二
五
冊
租
問
題

俸
占
ハ
競

第
五
十
三
巻

五
九
凡

に
「
最
低
限
度
農
民
政
綱
L

を
殻
表
し
、
弐
D
如
き
小
作
農
保
護
政
策
を
掲
出
し
た
。
即
ち

ω小
作
農
の
同
租
(
小
作
料
)
百
分
D
三
十

五
を
軽
減
す
る
こ
と
、

ω飢
荒
時
に
温
へ
ば
同
租
を
売
付
す
る
と
と
、

(
崩
負
小
作
制
)
を
禁
止
す
る
と
と
等
己
れ
で
あ
る
。

mw
割以租、

郎
ち
先
期
牧
租
を
禁
止
す
る
と
と
、
川
間
包
佃
制

蓋
し
小
作
制
反
良
否
の
土
地
利
用
及
び
k
地
分
配
に
及
ぼ
す
影
響
は
、
甚
だ
大
友
る
を
以
で
で
あ
る
。
邸
ち
小
作
制
が
優
良
友
れ

ぽ
、
持
資
購
買
方
が
椋
接
に
協
力
し
、
各
々
そ
の
簡
を
議
す
を
以
て
、
地
力
主
増
進
す
る
o

同
時
に
土
地
使
用
権
の
分
配
を
貧
苦
無
力

-
0
農
陣
内
に
ま
で
及
ぼ
し
、
土
地
主
し

τ
少
数
者
。
濁
占
す
る
と
己
ろ
た
ら
し
め
な
い
。
岬
鳴
る
に
小
作
制
が
不
良
な
れ
ば
、
弊
病
が
績

向
し
、
地
主
は
土
地
経
替
白
金
責
任
主
抱
棄
し
、
士
地
を
以
て
皐
た
る
賃
貸
の
工
具
と
者
倣
ナ
。
ま
た
小
作
農
は
土
地
白
激
用
に
よ

っ
て
地
力
を
荒
俊
せ
し
め
る
。
之
に
よ
っ
て
土
地
の
利
用
程
度
は
日
に
低
下
し
、
土
地
分
配
問
題
が
愈
h

激
化
し
、
遂
に
農
村
の
波

弊
と
枇
舎
不
安
と
を
醸
す
こ
と
h

怒
る
。

民
図
十
六
年
梨
、
減
租
運
動
に
従
事
し
た
る
も
の
は
、
成
束
、
斯
江
、
湖
北
、
湖
南
、
江
蘇
、
成
西
、
上
海
の
諸
省
市
に
し
て
、

均
し
く
陸
績
減
租
規
程
を
頒
布
し
た
。
十
九
年
六
月
三
十
日
中
央
政
府
の
公
布
し
売
る
「
土
地
法
」
第
一
一
一
編
第
三
一
章
第
一
節
中
に
は
若

干
の
倒
産
保
護
規
定
を
含
む
。
二
十
一
年
十
一
月
内
政
部
作
成
の
「
租
似
暫
行
保
例
」
平
案
十
九
ケ
俸
は
、
第
三
吠
人
ヰ
岡
内
政
合
議
を

修
正
通
過
し
た
る
も
、
未
だ
公
布
を
見
る
に
至
ら
ι泣
い
。

庚
束
、
湖
北
吊
湖
南
の
三
省
は
、
民
闘
十
六
、
七
年
に
一
度
減
租
弊
訟
を
試
行
し
た
る
が
、
業
制
(
地
主
・
小
作
)
糾
紛
に
よ
る
障
問
時

が
多
く
、
直
ち
に
之
を
陵
止
し
た
。
今
H
向
ほ
仙
農
保
護
政
策
を
継
続
す
る
も
の
は
、
江
蘇
、
新
江
、
成
西
白
三
省
で
あ
る
が
、
江

蘇
省
は
事
責
上
質
施
し
居
ら
や
、
僅
に
例
農
保
護
の
保
文
を
存
す
る
の
み
で
あ
る
。
各
省
市
頒
布
白
似
農
保
護
規
程
の
名
稀
は
左
の

如
く
で
あ
る

3

陶図、我閑佃農惇護法規的批評(置t骨科串季刊、第五巻第一期)五一買。
洪瑞壁、翫江之二五減祖、民閥二四年、序、 1頁。

.) 
2) 



的
自
聞
東
省
三
五
減
硯
は
最
初
民
団
十
五
年
に
府
東
省
で
賀
行
e
農
民
協
舎
に
よ
っ
て
執
行
さ
れ
、
十
六
年
四
月
に
「
二
五
時
租
貨
施
騨
法
」
(
十
一

ケ
僚
)
、
「
禁
止
上
期
牧
租
酔
法
」
及
び
「
禁
止
包
刑
制
排
法
」
が
公
布
さ
れ
た
が
.
閣
民
政
府
の
政
策
改
境
後
に
は
、
無
形
白
中
に
消
滅
し
た
。

間
湖
北
省
本
省
で
は
十
六
年
八
月
に
「
湖
北
省
暫
行
減
租
賢
施
時
例
」
(
八
一
ケ
傍
)
を
頒
布
し
た
が
、
十
八
年
一
一
一
月
六
日
目
湖
都
政
晴
委
員
骨
第
十
九

失
曾
議
で
本
が
底
止
を
決
議
し
た
。
そ
の
主
た
@
理
由
は
惜
租
に
よ
り
地
主
白
収
入
減
在
感

L
、
ひ
い
て
政
府
の
田
賦
耽
入
を
械
退
せ
し
め
る
ー
と
い
ふ

に
あ
る
。

問
問
問
南
省
本
省
で
は
十
六
年
七
月
に
「
減
租
保
例
」

E
摘
布
し
た
が
、
十
宍
勾
以
降
に
於
て
は
有
名
無
貨
の
扶
態
と
な
ワ
た
。

向
江
蘇
省
本
省
で
は
十
六
年
十
二
月
に
「
江
蘇
省
佃
農
撤
租
暫
行
醜
法
」
(
十
ケ
帳
)
を
掴
布
し
、
小
作
料
額
は
壮
税
総
額
の
三
分
自
一
を
以
で
限
度

と
す
る
こ
と
を
規
定
し
た
。
翌
十
七
年
十
一
月
に
は
「
江
蘇
紙
租
暫
行
帳
例
」
を
公
布
し
て
、
多
〈
の
悟
正
を
加
へ
た
。
更
に
十
九
年
六
月
に
は
「
修
正

江
蘇
省
暫
行
級
租
帳
例
を
制
定
し
、
最
高
小
作
料
は
肱
穫
総
量
の
百
分
白
三
十
五
を
超
過
し
得
ぎ
る
こ
と
L
規
定
し
、
先
年
規
定
し
た
減
租
原
則
を
取

消
す
こ
と
誌
な
っ
た
。

同
澗
江
省
本
省
四
二
五
時
租
は
民
国
十
六
年
に
抽
ま
る
。
印
ち
同

4
4
J
一
月
に
は
「
噺
江
省
本
年
制
農
縦
割
世
施
傑
例
」
(
問
ケ
時
)
を
制
定
し
、
正

産
会
枚
目
百
分
の
五
十
を
最
高
小
作
料
と
し
、
小
作
農
は
最
高
小
作
料
よ
り
二
五
区
を
減
じ
た
簡
を
納
租
ず
る
原
則
を
確
立
し
た
。
翌
十
七
年
七
且
に

は
之
を
偉
E
し
て
「
耐
江
省
十
七
年
佃
農
級
租
章
程
」
を
公
布
じ
た
が
、
地
方
地
主
目
尻
謝
が
あ
り
、
日
つ
省
政
府
主
省
築
部
と
の
聞
に
猛
烈
な
る
論
争

を
惹
起
せ
る
を
は
て
、

γ
へ
年
八
月
に
鍵
方
が
曾
合
し
、
温
去
の
頼
輸
を
根
掠
ー
と
し
て
「
漸
江
省
側
農
一
五
耐
租
暫
行
排
怯
」
(
!
五
ケ
僚
)
を
制
定
し
、

平
年
正
産
牧
量
三
自
分
四
三
七
・
五
停
を
小
作
料
額
と
規
定
し
た
。
更
に
二
十
一
年
七
月
に
は
之
を
悟
正
し
て
「
韓
正
漸
江
省
側
農
二
五
時
租
暫
行
緋
?

桂
」
(
二
十
=
ヶ
悼
)
を
告
布
し
た
。

仙
川
騎
西
省
本
省
で
は
民
閤
十
四
年
に
二
五
時
租
を
究
施
し
た
が
、
更
に
二
十
一
年
五
月
に
「
庚
西
省
耕
地
租
用
暫
行
保
例
」
(
十
九
ケ
僚
)
を
公
布

し
、
小
作
料
事
は
正
産
物
牧
雄
総
額
の
千
分
白
一
一
百
七
T

五
を
超
過
し
得
ず
ξ
規
定
し
た
。

向
上
海
本
市
で
は
民
閤
十
九
年
に
「
佃
農
級
租
暫
行
規
則
」
を
公
布
し
わ
巴

以
上
の
諸
省
市
の
中
で
、
己
の
二
五
減
租
を
最
も
有
殺
に
存
続
せ
し
め
て
来
た
の
は
斯
江
省
で
あ
り
、
此
庭
で
は
之
に
依
り
或
る

桂
皮
ま
で
小
作
料
の
増
額
と
賀
租
の
納
付
(
小
作
料
前
納
)
と
が
防
止
さ
れ
て
来
た
時
期
か
る
意
味
に
於
て
、
本
小
論
で
は
特
に
斯
江
省

の
一
一
五
滅
租
問
題
を
研
究
の
封
象
と
す
る
。

支
那
白
二
王
減
租
問
題

五
九
九

第
六
韓

第
五
十
=
一
巻

陶図、前掲論文、五三頁。謝勤鍵、中園佃種制度之肝究lIr.其改革之針策(中国
組神、持一巻、第四五期合刊)oo凹頁。
銀行揺報、第十一巻、第三十五器開o.516)雑纂、五頁。
前掲、謝劫鍵、繭文、三回頁。 6) 謝劫鍵、前掲論文、三四頁。
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支
那
白
二
五
減
租
問
題

第
五
十
三
巻

六
O
O

第
六
規

四

岨
削
江
省
の
農
民
構
成
に
就
い
て
見
る
に
、
佃
農
(
小
作
農
)
は
最
多
に
し
て
全
農
家
戸
数
の
=
一
五
%
、
宇
目
耕
農
(
自
作
品
雅
小
作
車
)
は

三
三
・
六
%
、
自
耕
山
刊
誌
(
自
作
農
)
は
一
二
ニ
・
六
%
を
占
め
、
雇
農
は
最
少
に
し
て
七
・
八
%
を
占
め
る
に
過
ぎ
左
W
。
故
に
漸
江
省
に
於

て
は
全
農
家
白
七
割
弱
に
蛍
る
も
の
が
、
地
主
と
土
抽
賃
貸
借
関
係
を
絡
ん
で
ゐ
る
か
ら
、
小
作
制
度
の
良
否
如
何
は
農
民
の
生
活

安
定
に
京
大
友
る
関
係
主
有
す
る
。

新
江
省
農
民
の
租
田
(
小
作
)
手
績
に
就
い
て
見
る
に
、
文
字
契
約
が
庚
く
行
は
れ
、
地
主
・
小
作
曲
見
方
聞
に
中
人
主
通
じ
て
小
作

契
約
設
主
取
交
す
も
の
も
あ
る
。
併
し
一
部
で
は
依
然
口
頭
契
約
も
行
は
れ
て
ゐ
る
。
小
作
期
聞
に
闘
し
亡
は
、
定
期
小
作
と
不
定

期
小
作
と
の
別
が
あ
る
。
定
期
小
作
は
銭
粗
削
(
金
納
小
作
)
に
多
い
。
不
定
期
小
作
は
不
欠
租
不
撤
佃
を
憤
例
と
し
、
小
作
農
が
小

作
料
を
滞
納
し
な
い
た
ら
ば
、
地
主
に
於
て
も
撤
佃
(
小
押
地
の
引
上
げ
)
を
怠
さ
ざ
る
を
活
例
と
す
る
。
併
し
地
主
が
撤
仰
を
な
す
際

に
は
一
年
前
に
通
知
す
べ
き
も
の
と
す
る
o

と
の
一
外
に
法
制
(
永
小
作
)
が
あ
り
、
地
主
は
小
作
農
が
欠
租
(
小
作
料
滞
納
)
を
注
す
に
あ

ら
ざ
れ
ば
、
故
泣
く
し
て
撤
制
す
る
を
得
た
い
。
地
官
議
欠
租
三
年
に
満
つ
れ
ば
、
撤
佃
を
な
し
得
る
。
こ
り
永
例
措
を
問
面
構
又
は

紹
構
と
呼
び
、
地
主
の
所
有
棋
を
回
底
樺
と
呼
ぶ
。
位
時
に
於
ザ
る
永
佃
樺
の
超
凶
白
多
く
は
招
人
墾
種
に
よ
る
が
、
現
時
の
永
佃

様
は
完
全
に
購
買
に
よ
る
も
白
で
あ
り
、
そ
の
債
格
は
、
同
底
植
の
債
格
に
数
倍
す
る
も
り
が
必
る
。
例
へ
ば
詩
墜
燃
で
は
前
者
が

毎
畝
七
、
八
十
一
五
た
る
に
、
後
者
は
一
一
一
、
阿
十
一
疋
に
週
ぎ
な
い
。
地
主
が
水
小
作
人
よ
り
受
け
る
小
作
料
は
之
を
大
租
と
呼
ぴ
、
永

小
作
人
が
永
制
機
を
騨
貸
す
る
と
と
忙
よ
っ
て
取
得
す
る
小
作
料
は
之
を
小
租
と
呼
ぶ
。

小
作
契
約
は
口
頭
、
文
字
の
別
在
〈
、
小
作
料
額
の
多
寡
を
明
示
す
る
。
と
白
契
約
小
作
料
は
収
穫
豊
凶
の
如
何
に
拘
ち
宇
、
毎

年
定
額
を
納
付
す
る
も
の
止
、
減
免
を
行
ふ
も
也
と
の
別
が
，
あ
る
。
前
者
拡
之
を
板
租
と
詔
ひ
、
後
者
は
之
を
時
租
又
は
花
租
と
謂

謝勤鍵、前掲論文、三回頁、三五頁。陶図、前掲論文、五三買。
天野元之助氏、支部農業檀済論(上)、四七七頁。
洪瑞堅、所江之二五減租、一五頁。
前江省平陽燃では小作契約謹書をせL宇と呼明、小作人が地主に話出ナものを

i! 
9) 

w) 



ふ
。
小
作
料
は
契
約
上
現
物
を
以
て
定
め
る
か
、
又
は
貨
幣
を
以
て
定
め
る
か
忙
よ
り
、
米
租
、
穀
租
、
鏡
租
に
分
か
れ
る
。
と
の

外
に
代
金
納
た
る
折
租
が
あ
る
。
更
に
銭
租
に
は
預
租
の
形
式
争
採
る
も
の
が
あ
る
。
之
は
農
民
が
承
種
(
耕
作
引
受
)
前
に
地
主
に

租
金
を
前
納
す
る
も
の
で
、
地
主
は
凶
作
の
責
主
負
は
や
、
小
作
期
間
も
多
く
は
一
年
と
す
る
。
己
白
預
租
は
公
同
、
墜
悶
、
組
問

に
多
〈
行
は
れ
る
。
品
川
ほ
此
の
外
花
、
分
袋
小
作
た
る
八
月
租
が
あ
る
。
己
の
八
月
租
の
比
率
に
は
、
=
一
七
(
地
主
一
一
二
割
、
小
作
七
割
}
、
四

六
、
倒
四
六
、
勤
分
等
の
別
が
あ
る
。
ま
た
漸
江
省
の
一
部
で
は
請
負
小
作
た
る
包
租
制
度
が
行
は
れ
、
匂
租
人
は
大
地
主
又
は
公

同
管
理
者
か
ら
庚
大
な
る
土
地
を
賃
借
し
、
更
に
之
を
細
分
小
作
せ
し
め
る
と
と
に
よ
っ
て
、
中
間
利
得
を
占
め
る
。

尚
ほ
漸
江
省
農
民
の
小
作
慣
行
の
一
と
し
て
押
租
が
あ
る
。
と
の
押
租
は
小
作
敷
金
で
あ
り
、
頂
費
、
墾
鏡
、

H
M
金
等
凸
別
名
が

あ
る
。
貧
農
に
し

τ
、
こ
の
押
租
を
支
付
ナ
る
能
力
な
き
者
に
射
し
て
は
、
地
主
は
別
に
名
目
を
立
て
、
毎
年
小
作
料
の
外
に
、
若

干
の
加
租
米
主
押
租
金
白
利
息
と
し
て
納
付
せ
し
め
る
。
之
を
頂
米
山
一
稽
す
。
と
の
押
租
額
は
活
常
毎
畝
十
一
冗
以
内
、
印
ち
約
一
ヶ

年
白
小
作
料
金
額
と
す
る
が
、
平
陽
燃
に
於
て
は
最
多
に
し
て
五
、
六
十
一
正
に
遣
す
る
。

祈
江
省
各
臓
の
小
作
料
額
は
、
人
口
の
多
寡
、
地
質
及
び
地
利
の
優
劣
に
よ
っ
て
懸
隔
が
あ
る
が
、

一
般
に
湖
東
は
湖
西
よ
り
も

高
〈
、
普
通
正
産
会
牧
穫
量
白
四
割
乃
至
六
割
を
占
め
て
ゐ
る
。
分
和
で
は
折
半
の
揚
合
が
多
〈
、
地
主
六
割
・
小
作
四
割
の
場
合

が
之
に
盟
h
v
o

と
の
小
作
料
は
王
産
に
闘
す
る
も
の
で
、
副
産
は
全
部
小
作
人
の
一
牧
得
に
蹄
ず
る
。
併
し
東
陽
腕
で
は
正
産
た
る
米

白
外
に
、
副
産
た
る
萎
に
つ
い
て
も
毎
畝
若
干
庁
白
小
作
料
を
徴
牧
す
る
。

更
に
漸
江
省
農
民
の
小
作
料
納
入
に
閲
し
て
は
左
の
四
種
の
方
法
が
認
め
ら
れ
る
。
即
ち

ωは
地
主
が
下
郷
し
て
徴
牧
ず
る
方
法

に
し
て
、
城
府
の
地
主
は
、
共
の
同
地
の
位
置
が
城
を
去
る
己
左
甚
だ
遠
音
を
以
て
、
毎
秋
牧
時
に
は
自
身
が
下
郷
ナ
る
か
又
は
人

を
汲
し
て
下
榔
せ
し
め
、
戸
毎
に
徴
牧
す
る
。

ωは
小
作
人
が
地
主
の
居
所
へ
小
作
料
を
持
参
す
る
方
法
に
し
て
、
之
を
上
門
租
と

支
那
由
ニ
五
減
組
問
題

磐
大
観

互王

第
王
十
コ
一
巻

六
O 

寸L字、地主が小作人に奥ふるものを執照正謂ふ。雲和牒ではラ是々之を承仰、
設伸と呼ぶ。
との田酉植は之を小皮、小曹、 11、根、浮田、客田とも呼び、同底樺は之を大
皮、民同とも呼ぶ。



支
那
の
二
五
減
租
問
題

第
五
十
三
巻

第
六
競

六

O

アて

呼
び
、
在
郷
地
主
D
揚
合
に
多
く
行
は
れ
る
。

ωは
小
作
人
が
租
証
、
租
桟
へ
納
付
す
る
方
法
に
し
て
、
湖
西
白
平
湖
一
帯
で
は
、

地
主
は
共
の
同
畝
の
多
い
郷
に
一
の
租
班
又
は
租
桟
を
設
け
て
、
小
作
料
を
牧
受
ず
る
。

ωは
落
田
分
牧
の
方
法
に
し
て
、
分
ハ
仕
小

作
の
揚
合
に
行
は
れ
る
。
小
作
人
が
収
穫
時
に
地
主
に
也
知
す
る
と
昔
は
、
地
主
は
人
を
仮
し
て
、
そ
の
小
作
地
で
契
約
の
比
率
に

底
ヒ
て
分
収
す
る
。

ωの
揚
合
に
は
小
作
人
が
地
主
の
下
郷
に
針
し
加
租
を
納
む
。
之
を
脚
米
》
一
い
ム
。
川
凶
及
び
聞
の
場
合
に
は
小

作
人
が
小
作
米
の
運
搬
費
を
受
く
。
之
を
脚
力
企
呼
ふ
。

漸
江
省
に
於
て
は
小
作
農
及
ぴ
白
作
品
茸
小
作
農
の
合
計
数
が
全
農
家
の
約
七
割
を
占
め
、
此
等
の
農
民
は
共
D
生
活
が
一
般
に
困

苦
托
し
て
、
共
の
負
強
は
果
重
し
つ
i
h

あ
る
を
以
て
、
之
に
針
し
何
等
か
の
方
策
を
諮
や
る
必
要
が
あ
っ
た
。
誌
に
於
て
岡
氏
集
中

央
執
行
委
員
合
政
治
合
議
翫
江
分
舎
は
「
斯
江
省
最
近
政
綱

L
E制
定
し
、
省
政
府
は
民
図
十
六
年
五
月
二
十
七
日
に
之
を
公
布
し

た
。
該
政
綱
第
七
項
第
二
款

ιは
、
佃
農
佃
租
百
分
の
一
一
十
五
軽
減
主
規
定
し
て
ゐ
る
。
該
項
の
一
農
民
に
闘
す
る
各
款
は
突
の
如
く

で
島
る
。
印
ち

ω義
民
生
活
を
向
上
せ
し
め
る
こ
と
。

ω小
作
農
の
小
作
料
を
百
分
の
二
十
五
減
じ
、
重
大
の
凶
災
に
逼
ふ
時
は
、

更
に
酌
量
し
て
之
を
鞄
滅
す
る
と
と
。

ω預
租
、
却
ち
小
作
料
の
前
納
を
禁
止
す
る
と
と
。

ω省
銀
行
は
郷
鎮
に
支
底
を
分
設
し
て

貯
金
を
取
扱
弘
、
世
に
最
低
利
息
主
以
て
農
民
に
貸
付
け
、
私
人
及
び
私
な
機
闘
の
高
利
貸
付
を
禁
止
す
る
己
と
。
同
公
有
荒
地
は

政
府
民
よ
っ
て
農
民
主
招
い
て
之
主
繋
躯
せ
し
め
、
公
平
の
租
税
を
規
定
す
る
と
と
。
納
長
誌
を
指
導
し
て
郷
村
自
治
を
試
行
す
る

己
と
。
仰
符
「
農
協
合
保
例
」
主
制
定
し
て
、
合
法
組
織
の
「
農
民
協
舎
L
E保
障
す
る
と
と
。

M
W
匂
例
制
を
廃
除
す
る
こ
と
。
間
農
民

の
治
費
及
び
共
の
他
の
合
作
祉
を
提
唱
及
び
扶
助
す
る
こ
と
之
で
る
る
。
割
ち
此
の
政
綱
は
減
租
を
規
定
す
る
D
み
友
ら
宇
、
小
作

農
を
保
護
し
、
同
時
に
農
民
生
活
を
向
上
せ
し
め
、
一
肱
曾
経
済
白
夜
展
を
闘
る
と
と
を
目
椋
と
す
る
。

洪瑞堅、前掲害、一五頁乃至二九頁。12) 



R
同
十
六
年
九
月
に
省
政
府
が
第
一
一
十
一
契
合
議
争
開
〈
干
、
来
?
閏
黙
認
甫
は
農
民
を
其
の
苦
痛
上
り
解
校
し
、
弊
費
の
協
調
を

国
ろ
た
め
、

E
つ
官
時
に
在
り
で
は
物
慣
が
一
般
に
昂
騰
し
、
農
民
生
活
の
困
維
な
る
に
鑑
み
、
上
遁
の
政
綱
白
規
定
を
根
擦
左
し

て
、
問
租
一
利
減
醐
刑
法
案
を
提
出
し
た
。

E
の
法
案
は
収
穫
の
六
割
主
小
作
人
に
、
四
割
を
地
主
に
取
得
せ
し
め
、

E
っ
現
在
の
小
作

料
が
牧
売
の
問
割
以
下
左
呂
場
合
に
は
、
之
を
共
の
億
と
し
四
割
主
超
過
す
る
揚
合
に
は
一
律
に
之
を
四
割
ま
で
引
下
げ
る
と
い
ム

に
あ
っ
た
。

同
年
十
二
月
に
は
黛
政
勝
席
合
議
を
議
過
せ
る
「
斯
江
省
本
年
(
十
六
年
)
仰
農
撤
租
管
施
僚
例
し
を
公
布
じ
、
同
時
忙
漸
省
府
民
字

三
九
八
九
時
現
遇
令
を
以
て
、
似
租
百
分
の
二

l
五
幌
減
を
同
時
遣
し
た
。

斯
く
の
如
〈
揃
江
省
に
於
て
は
三
五
減
租
が
管
、
施
さ
れ
る
こ
と
t
A

左
っ
た
が
、
農
民
運
動
も
ま
た
之
が
管
施
を
促
進
せ
し
め
た
。

帥
ち
減
租
の
客
相
間
保
件
を
視
察
す
る
に
、
新
江
省
白
小
作
料
は
岡
よ
り
高
率
在
る
も
、
併
し
本
省
よ
り
も
更
に
高
率
在
る
省
が
倫
ほ

他
に
も
あ
る
。
湖
江
省
白
地
主
・
小
作
閥
係
は
過
去
に
於
て
は
比
較
的
融
和
的
で
あ
り
、
小
作
農
が
生
活
の
親
書
を
感
や
る
も
、
大

多
数
の
も
の
は
之
を
以
て
自
己
白
蓮
命
白
凶
な
る
に
蹄
し
、
地
主
に
封
し
敢
て
減
租
を
要
求
す
る
に
五
ら
や
、
且
つ
地
主
は
祉
合
上

に
於
て
多
〈
は
領
導
的
地
位
に
立
ち
、
小
作
農
は
智
識
簡
慨
に
よ
り
無
形
の
中
に
共
の
指
導
を
受
け
た
の
で
あ
っ
た
。
か
〈
て
往
時

に
於
て
は
所
謂
地
主
反
剥
の
思
想
は
殺
生
し
難
か
っ
た
の
で
あ
る
。
然
る
に
拘
ら
や
、
一
一
五
減
租
が
漸
江
省
に
於
て
最
も
強
力
忙
行

は
れ
た
所
以
は
、
最
近
十
年
来
の
農
民
運
動
に
之
を
蹄
せ
ざ
る
を
得
一
泣
い
。
一
向
し
て
此
の
農
民
運
動
た
る
や
、
地
主
の
隈
誼
、
実
災

及
び
指
税
の
加
草
に
よ
Z
農
民
自
生
活
苦
を
地
盤
と
し
て
、
智
識
階
級
の
指
導
に
碁
〈
農
民
の
自
費
に
よ
っ
て
促
さ
れ
た
も
白
で
あ

る。

四

支
那
白
二
王
韓
親
問
題

勢
玉
什
三
巷

-b 

大

C
=

一
第
ノ、

観

洪瑞盤、前掲帯、三六買、三七頁。
洪瑞盤、前掲書、四一頁。

'3) 
'4) 



支
那
四
二
五
減
租
問
題

第
五
十
J
Z
巻

六
O
凹

第

六

競

凡

湖
江
省
に
於
け
る
一
一
五
減
粗
の
最
初
の
法
規
は
、
民
園
十
六
年
十
一
月
に
省
義
政
聯
席
合
議
を
通
過
せ
る
「
漸
江
省
本
年
(
十
六
年
)

制
農
紋
租
質
的
保
例
」
(
阿
ケ
傍
)
で
あ
る
。
本
保
例
は
(
一
〉
撤
租
(
小
作
料
納
付
)
原
則
の
確
定
、
(
一
一
)
費
施
耕
法
の
解
四
時
、
(
一
一
一
)
敵
租

に
よ
り
起
る
問
題
に
謝
す
る
耕
法
由
三
部
か
ら
た
る
。

(
一
)
撤
租
原
則
自
確
定

.F
産
会
牧
町
一
百
八
吋
白
五
十
を
最
高
小
作
料
と
し

小
作
人
は
之
よ
り
百
分
の
一
一
十
五
を
減
じ
て
納
付

す
。
在
来
の
小
作
料
に
し
て
本
原
則
の
規
定
す
る
問
よ
り
も
低
い
か
、
若
く
は
之
に
遁
合
ず
る
も
の
は
、
之
を
共
の
億
と
し
、
本
原

別
の
規
定
す
る
所
よ
り
も
高
吉
も
の
は
、
本
原
則
に
従
ム
ベ
昔
も
む
と
す
。

正
産
ス
増
収
の
評
定
は
、
各
郷
村
の
一
般
投
穫
を
根
準
と
し
、
勤
情
、
施
肥
の
如
何
に
よ
り
収
量
に
増
減
あ
る
も
之
を
参
酌
し
泣
い
。

正
産
金
収
の
決
定
五
ぴ
会
布
は
、
各
地
の
農
民
協
曾
と
黛
部
に
よ
る
。
農
民
協
曾
白
無
い
郷
村
で
は
、
農
民
推
出
の
代
表
が
黛
指
導

下
に
之
を
行
ム
。
天
災
晶
害
に
よ
り
特
に
減
収
せ
る
田
に
し
て
、
地
主
が
自
費
的
に
減
免
す
る
も
の
は
之
を
別
と
し
、
争
議
が
起
れ

ば
仲
裁
に
よ
っ
て
決
す
。

(
二
)
賓
施
練
法
の
解
鰭

ωE産
金
牧
と
は
本
年
正
業
農
産
の
金
山
笠
子
宮
指
し
、
前
枚
入
は
小
作
人
C
所
得
と
す
。
圏
一
動
車
、
桑
、

棉
作
地
等
に
於
て
は
慣
例
に
よ
り
納
付
す
る
最
高
及
び
最
低
小
作
料
の
平
均
主
以
て
最
高
小
作
料
止
す
。
同
「
牛
L

又
は
可
一
枠
」
を
以
て

計
る
等
、
度
量
衡
白
不
統
一
左
る
現
在
に
於
て
は
、
農
民
協
品
目
と
集
部
が
各
匝
域
内
に
劃
一
的
に
通
用
す
る
標
準
量
器
を
定
め
て
、

小
作
料
白
収
納
に
用
ム
。
同
納
穀
、
納
米
、
納
銭
は
均
し
く
慣
習
に
よ
る
。
但
し
米
穀
の
評
債
に
は
、
各
該
地
市
債
の
最
高
最
低
の

平
均
主
用
ム
。
川
同
地
主
が
小
作
料
以
外
に
取
得
す
る
、
「
租
維
」
、
「
租
鵡
」
、
「
租
力
L

、
1

人
事
L

、
「
束
米
」
、
「
脚
米
」
等
の
悪
風
は
之

を
禁
じ
、
小
作
人
が
納
付
米
白
量
を
増
す
た
め
に
用
ゐ
る
悪
習
慣
た
る
「
和
水
」
、
「
塊
枇
」
、
「
過
蒸
」
牢
は
之
を
禁
止
す
。

ω地
主
が
撤
回
(
小
作
地
引
上
)
を
な
す
に
は
一
年
前
に
小
作
人
に
通
知
す
る
と
と
ロ

(
=
一
)
撤
租
に
よ
り
起
る
問
題
に
封
す
る
解
法

和水とは，]<を打って来置を唱すこと、換枇とは栂を混入すると主、過蒸とは
米長蒸Lて量を帯すととをいよ、。

(註ニ)表作(夏作〉たる稲作部正産にしで裏作(豊作)たる葬作が副産である。
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小
作
人
が
本
法
に
照
し
小
作
料
を
納
付
せ
ざ
る
時
は
、
地
主
は
撤
仰
を
な
し
得
る
。
但
し
小
作
人
に
し
て
押
租
を
納
む
る
も
の
、
叉

は
北
小
作
権
を
布
す
る
者
は
此
の
限
り
に
あ
ち
ゃ
。

ω従
来
預
租
を
徴
牧
せ
る
地
帯
に
し
て
、
之
を
避
け
得
ざ
る
も
の
は
、
本
保
例

に
胤
し
三
分
の
二
を
前
牧
し
得
る
。
但
し
小
作
農
が
自
ら
願
出
づ
る
揚
合
は
此
の
限
り
に
あ
ら
中
。
州
問
郷
村
農
民
協
舎
、
匡
分
窯
部

及
び
地
方
行
政
人
民
主
小
作
糾
紛
の
初
級
仲
裁
者
、
懸
案
部
及
び
燃
政
府
守
一
高
級
仲
裁
者
、
省
集
部
E
ぴ
省
政
府
を
最
後
仲
裁
者
と

す
る
。と

の
十
六
年
の
れ
農
撤
租
賞
施
僚
例
白
施
行
後
、
業
側
糾
紛
が
放
し
く
起
り
、
葉
政
営
昂
も
其
の
煩
に
桂
へ
悲
い
こ
と
h
a

左
り
、

ま
た
詰
同
僚
例
白
快
陥
も
明
ら
か
と
た
っ
た
か
ら
、
之
を
修
正
し
て
、
十
七
年
七
月
忙
庄
の
如
苦
「
斯
江
省
十
七
年
佃
長
撤
租
章
程
」

(
七
ケ
傍
)
を
公
布
、
寅
施
し
た
。

(
一
)
紙
租
原
則

撤
租
原
則
は
十
六
年
の
買
施
僚
例
と
大
僅
に
於
て
同
様
で
あ
る
。
た
w
h

武
佃
制
忙
於
て
、
悶
底
槽
と
回
面
構
と

が
分
か
れ
、
同
底
催
者
が
犬
租
を
収
得
し
、
出
面
構
者
が
小
租
を
収
得
す
る
岨
都
合
K
、
大
租
、
小
租
は
一
停
に
減
租
さ
れ
る
か
、
又

如
何
に
分
配
さ
れ
る
か
に
闘
し

τは
、
十
六
年
の
傑
例
に
は
規
定
が
無
い
。
故
に
今
問
の
微
租
章
程
で
は
大
租
、
小
租
の
分
離
せ
る

も
の
に
あ
っ
亡
は
、
佃
業
理
事
局
郷
匝
排
事
局
が
其
の
地
白
事
情
を
期
酌
し
て
之
を
底
挫
す
る
と
と
L
し
た
。
ま
た
天
災
轟
害
に
よ

り
特
別
白
減
収
あ
る
と
き
は
、
伯
楽
理
事
局
郷
匝
耕
事
一
虎
が
集
部
農
民
協
合
及
び
得
村
委
員
舎
と
舎
合
し
て
、
減
収
又
は
兄
牧
を
決

議
T
o

度
量
衡
器
具
の
統
一
、
悪
習
慣
の
禁
止
は
、
十
六
年
の
保
例
と
同
様
で
あ
る
。
収
租
期
限
に
闘
し
で
は
、
収
穫

期
よ
り
二
ケ
用
主
小
作
料
事
項
の
終
了
期
と
し
、
闘
脚
制
業
規
事
局
が
強
め
共
の
矧
聞
を
定
め
て
公
布
す
。
若
し
地
主
が
故
意
に
矧
限

(
一
一
)
寅
施
耕
法

を
超
ゆ
る
も
牧
納
せ
や
、
小
作
人
の
報
知
に
よ
り
賂
似
業
理
事
局
、
郷
区
制
樹
事
底
が
之
を
調
査
し
て
事
賓
た
れ
ば
、
更
に
鯨
政
府
に

支
那
O
二
王
滅
租
問
題

第
五
十
=
一
巻

丸

六
C
E

樺
占
ハ
艶

印ち正産金牧白官分自主十を最高租額左 L、之より百分の三十五を球ピて納
付すること、持白他正産査収白評定も同様で?ある。
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支
部
の
二
五
悼
租
問
題

第
五
十
一
一
一
審

六

O 
六

静
六
鵠

O 

報
昔
し
て
、
共
の
小
作
料
を
官
に
没
牧
ず
る
。

(
三
)
微
租
に
開

L
発
生
す
る
問
題
忙
針
す
る
解
法

ω撤
例
白
制
限
を
一
居
巌
に
し
、
(
イ
)
仙
農
が
本
学
程
に
服
し
て
納
租
せ
ざ

る
こ
と
が
仰
業
理
事
局
郷
匝
耕
事
庭
の
一
調
査
に
よ
り
明
白
L
」
左
っ
た
場
合
。
(
ロ
ご
年
前
に
小
作
人
に
撤
佃
を
通
知
し
、
地
主
・
小

作
楠
立
方
の
承
諾
神
詮
明
書
あ
呂
場
合
。
(
ハ
)
小
作
地
の
岡
牧
又
は
買
得
に
土
り
同
作
主
投
す
と
と
が
匝
耕
事
慮
に
上
っ
て
詮
明
さ
れ

た
揚
合
に
限
り
、
撤
佃
し
得
る
。

ω不
納
和
の
制
限
方
法
と
し
て
、
小
作
人
の
不
納
租
又
は
滞
納
が
両
隣
事
底
に
よ
っ
で
詮
明
さ
れ

た
時
は
、
(
イ
)
押
租
金
を
納
付
せ
る
者
に
針
し
て
は
之
を
差
押
ふ
。
(
ロ
)
永
租
構
を
有
す
る
者
に
射
し
て
は
遁
租
す
。
(
ハ
)
其
の
他

白
者
に
勤
し
て
は
遁
租
撤
制
す
る
。

ω従
来
預
租
を
徴
牧
せ
る
者
は
、
本
年
に
於
で
は
一
半
を
前
枇
し
、
時
間
儀
は
明
年
の
納
租
期
に

徴
牧
す
。
従
来
預
租
主
徴
収
せ
さ
り
し
者
に
封
し
で
は
之
が
徴
収
を
禁
中
，
。

(
四
)
納
租
糾
紛
の
仲
裁

糾
紛
の
仲
裁
は
佃
業
理
事
局
郷
匝
堺
市
南
鹿
に
於
て
之
を
行
ム
。
之
に
狩
し
不
服
あ
る
者
は
、
者
側
業
理

事
局
に
上
訴
し
得
る
。

(
五
)
本
章
程
遠
背
に
制
す
る
罰
則

∞
小
作
農
が
「
和
水
」
、
「
塊
枇
」
、
「
描
蒸
」
等
白
行
局
を
な
し
、
仙
薬
理
事
局
那
匝
焼
事
底
の

詮
明
を
紅
た
る
と
雪
は
.
小
作
料
額
十
分
の
ニ
の
罰
金
に
底
す
。
問
地
主
が
本
章
程
に
違
反
し
て
多
牧
し
た
る
と
曹
は
、
己
の
多
牧

額
五
倍
の
罰
金
に
廃
す
。
同
地
主
が
成
泊
、
欺
詐
の
手
段
を
以
て
多
牧
せ
る
障
は
、
そ
の
牧
符
せ
る
小
作
料
の
全
額
を
波
牧
す
。
川
開

本
章
程
hz
港
ら
十
、
放
た
〈
し
て
撤
似
せ
る
品
川
十
七
に
掛
し
で
は
、
本
年
牧
得
す
べ
き
小
作
料
金
額
二
倍
の
罰
金
に
庭
す
。
的
罰
品
収
に

よ
っ
て
得
た
る
金
銭
、
米
穀
は
、
相
手
方
の
賠
償
に
之
を
新
て
る
外
、
農
村
信
用
組
合
又
は
農
業
倉
庫
の
基
金
に
充
首
す
。

漸
江
省
は
減
租
政
策
遂
行
白
た
め
以
上
の
三
法
待
を
資
施
せ
る
も
、
充
分
に
其
の
円
的
を
達
し
符
ざ
る
を
以
て
、
十
八
年
入
月
に

更
に
左
の
如
き
「
新
一
札
符
細
長
二
五
誠
租
暫
行
耕
法
」
(
十
王
ク
傍
V

を
賓
施

L
た。



(
一
)
納
租
原
則

小
作
料
は
主
査
平
年
牧
穫
量
白
百
八
J
D
三
七
・
五
を
限
度
と
す
。
従
来
の
小
作
料
が
此
白
限
度
以
下
た
る
時
は
.

其
の
佳
と
す
。
副
産
は
全
部
小
作
人
の
収
得
と
す
。
「
大
和
」
、
「
小
租
」
の
分
離
せ
る
も
の
は
、
雨
者
の
和
が

E
産
収
量
白
百
分
の
=
一

七
・
五
を
超
ゆ
る
を
得
な
い
。

地
主
が
撤
似
し
得
る
場
合
は
、

ω小
作
人
が
新
租
約
に
従
っ
て
納
租
せ
ざ
る
と
き
。
同
州
永
小
作
人
に
あ
ら
ざ
る

者
が
輔
租
ぜ
る
と
き
o

問
自
有
問
の
岡
牧
、
又
は
同
地
の
買
得
に
よ
り
自
耕
を
な
す
と
昔
。

ω一
年
前
に
撤
仰
を
通
知
L
、
小
作
・

(
二
)
撤
仰
の
制
限

地
主
雨
者
の
設
明
あ
る
と
き
之
で
あ
る
。

(
=
己
・
水
早
風
品
災
害
に
よ
る
小
作
料
の
減
免

川
町
牧
穫
皆
無
な
る
事
を
村
里
委
員
曾
が
確
認
せ
る
時
は
、
全
免
と
す
。
間
減
収
の

際
は
地
主
・
小
作
が
新
租
約
に
服
し
、
酌
量
減
兎
す
。

四
)
小
作
糾
紛
の
虚
理

最
初
に
村
里
委
員
合
、
突
に
麻
制
業
仲
裁
委
員
合
、
最
後
に
省
似
業
仲
裁
委
員
舎
が
裁
決
す
。

(
五
)
謡
期
間
慣
の
禁
止

「
過
蒸
し
等
の
不
F
行
鴻
あ
る
を
得
な
い
。

地
主
は
「
租
鶏
」
、
「
租
力
L
、
「
脚
米
」
、
等
白
額
外
苛
索
を
な
す
を
得
中
。
小
作
人
は
「
和
水
」
、
「
撞
枇
」
、

民
図
十
八
年
に
上
述
の
「
制
農
二
五
減
組
暫
行
耕
法
」
が
寅
施
さ
れ
た
が
、
そ
り
手
練
が
繁
重
の
嫌
ひ
あ
り
、
特
に
小
作
料
額
の
確

定
、
小
作
糾
紛
の
緩
和
等
に
闘
し
、
速
に
解
決
を
要
す
る
も
の
あ
り
た
る
を
以
て
、
斯
江
省
集
部
、
省
政
府
は
管
際
の
事
情
及
び
省

民
の
意
向
伊
一
徴
L
、
一
一
十
一
年
七
月
に
「
修
正
斯
江
省
側
農
二
五
減
租
智
行
燐
法
」
(
二
十
三
ケ
傑
)
主
制
定
・
賓
施
し
た
。
こ
の
酬
明
法
の

要
黙
は
左
の
如
〈
で
あ
る
。

(
二
納
租
原
則

ω本
騨
法
会
布
後
、
新
に
成
立
す
る
小
作
契
約
に
於
て
は

小
作
料
は
五
産
平
年
牧
穫
量
全
自
分
自
三
七
・
五

を
標
準
と
し
、
其
の
副
産
は
全
部
小
作
人
目
所
得
と
す
。
倒
木
耕
法
公
布
前
に
既
に
存
表
す
る
小
作
闘
係
に
於
て
ほ
、
そ
の
小
作
料

支
部
の
二
五
時
租
問
題

大

C 
七

曹

六
競

策
五
十
三
巷

と白三つの場舎には、 Eに腺f1II業仲裁番目脅白裁棋を縛るとんを要する。17) 



支
那
O
二
五
時
租
問
題

第
五
十
一
ニ
巷

月

O
凡

第
六
韓

は
哲
ら
く
民
岡
十
六
年
以
前
の
蓄
小
作
料
観
よ
り
百
分
の
一
一
十
五
を
減
じ
た
る
も
の
(
即
ち
醤
小
作
料
の
七
割
五
分
)
を
小
作
料
の
標
準

と
す
ロ
十
八
年
公
布
の
「
斯
江
省
側
農
一
一
五
減
租
暫
行
耕
法
」
に
依
柱
、
新
に
小
作
契
約
を
締
結
せ
る
者
は
、
設
新
小
作
契
約
に
よ
り

納
付
ナ
ロ
制
大
租
・
小
租
の
分
離
せ
る
も
の
に
於
て
は
、
大
租
・
小
租
白
各
々
に
つ
昔
百
分
D
二
十
五
を
減
十
。

(
二
)
小
作
料
の
減
苑

凶
作
に
し
て
収
穫
が
皆
無
叉
は
二
割
以
下
一
段
る
と
き
は
金
免
と
し
、
凶
作
に
よ
り
減
収
の
あ
る
時
は
従
来

の
慣
習
に
依
り
誠
亮
ナ
。

(
一
二
)
撤
制
旧
制
限

小
作
期
間
の
定
め
あ
る
も
む
は
、
そ
り
約
定
に
よ
る
。
不
定
期
小
作
に
あ
り
て
は
、
地
主
は
左
の
揚
合
に
除

り
、
轍
仙
し
得
る
。

ω小
作
人
が
死
亡
し
継
承
人
在
者
時
。
間
小
作
人
が
自
設
的
に
共
白
機
利
を
抱
棄
し
、
若
く
は
不
可
抗
力
に
依
ら

初

や
し
て
一
ヶ
年
繕
蹴
耕
作
を
錦
さ
ざ
る
時
。

ω地
主
が
小
作
地
を
岡
敬
し
白
作
を
左
ナ
凶
町
。
同
地
主
の
催
告
を
経
て
、
滞
納
が
一
ケ

年
四
小
作
料
額
に
達
L
た
る
時
。
凶
小
作
人
が
地
主
の
承
諾
を
経
守
、
小
作
地
を
縛
貸
せ
る
時
。
岡
田
地
の
使
用
に
艶
更
あ
り
た
る

時
等
之
で
あ
る
。
撤
佃

E
K
す
陀
は
、
収
穫
後
、
次
期
の
作
業
開
始
前
に
之
を
行
ム
。

永
小
作
人
に
劃
し
て
は
、
滞
納
が
一
一
ヶ
年
分
D
小
作
料
線
額
に
逮
せ
ざ
れ
ば
、
撤
似
し
符
泣
い
。

四
)
阪
小
作
人
の
保
護

∞
地
主
が
岡
地
を
由
民
却
す
る
時
は
、
原
小
作
人
は
同
一
白
保
件
を
以
て
買
戻
す
優
先
棋
を
有
す
。

ω，同

牧
自
耕
の
田
地
が
再
び
小
作
に
附
せ
ら
れ
る
場
合
に
は
、
原
小
作
人
に
し
て
滞
納
そ
の
他
悪
習
の
註
雪
限
り
、
優
先
小
作
の
槽
利
を

有
ナ
。
同
牧
自
耕
の
日
よ
り
、

一
年
内
に
再
び
小
作
に
附
せ
ら
れ
る
時
は
、
原
小
作
人
は
関
係
件
を
以
て
小
作
し
得
る
。

(
五
)
預
租
及
び
抑
組
の
取
扱

ω預
租
は
之
を
禁
止
す
。
但
し
公
産
、
墜
産
、
合
紀
産
に
於
て
は
此
の
限
り
に
在
ら
歩
。
預
租
の

額
が
蛍
地
通
常
の
小
作
料
上
り
極
き
者
は
、
暫
〈
慣
習
に
よ
り
慮
理
ナ
。
側
押
租
金
は
之
主
禁
止
す
。
但
し
既
に
抑
租
金
が
あ
り
、

そ
の
小
作
料
が
営
地
通
常
の
小
作
料
額
に
較
ペ

τ軽
き
者
は
、
慣
習
に
よ
り
之
主
鹿
川
ナ
。

但 Lとの場合には開小作人は一年を限り、その土地を離横小作L得る。
とのタトに小作人が民法第432僚及び第462樺第 2項の規定に蓮反したる時は、

権佃 L得る。

I8) 

'9) 



六
)
忠
明
け
憤
D
禁
止

「
租
雑
」
、
「
租
力
」
、
「
租
脚
L

等
の
額
外
需
索
、
挫
に
「
挽
枇
」
、
「
過
蒸
」
等
の
不
正
行
鴻
は
之
を
禁
止
す
。

(
七
)
小
作
糾
紛
の
調
停

匝
郷
鎖
坊
調
解
委
員
合
権
限
規
程
及
び
氏
事
調
解
法
に
よ
り
光
づ
調
停
し
、
之
が
成
立
せ
ざ
る
時
は
司

法
機
関
に
依
り
底
辺
す
。五

以
上
に
よ
っ
て
祈
江
省
の
四
つ
の
減
租
牌
法
を
紹
介
し
た
。
更
に
此
等
の
四
隣
法
中
に
合
ま
れ
る
主
要
問
題
に
就
い
て
比
較
検
討

す
る
で
あ
ら
う
。

十
六
年
白
耕
訟
で
は
、
五
産
金
伐
の
百
分
の
五
十
を
最
高
小
作
料
と
し
、
之
よ
り
百
分
の
二
十
五
を
減
じ
て
納

M
山

付
す
ぺ
苦
旨
主
規
定
し
た
。
併
し
無
智
怠
る
農
民
に
は
了
解
し
難
か
っ
た
の
査
し
従
来
の
小
作
料
に
し
て
百
分
の
五
十
よ
り
高
昔
も

(
一
)
減
租
問
問

の
あ
り
、
或
は
之
よ
り
低
き
も
心
あ
り
、
従
う
て
新
小
作
料
が
沓
小
作
料
に
卦
し
、
寅
際
に
如
何
在
る
割
合
に
古
る
か
者
諌
め
推
定

し
得
泣
い
か
ら
で
あ
る
。
十
七
年
の
字
程
は
、
減
租
規
定
に
閲
し
て
は
、
十
六
年
の
規
定
と
同
一
で
あ
る
。
十
八
年
の
嚇
訟
で
は
、

減
租
規
定
は
以
前
白
も
の
と
同
意
義
で
あ
る
が
、
小
作
料
は
五
南
町
平
年
収
量
り
百
分
白
三
七
・
五
を
限
度
と
す
と
簡
明
托
規
定
し
て
、

農
民
の
理
解
に
値
し
た
。
更
に
二
十
一
年
の
耕
訟
で
は
、

今
後
の
新
小
作
契
約
で
は
正
産
全
快
白
百
分
白
三
七
・
五
を
標
準
》
一
ナ
る

が
、
鶴
来
の
小
作
閥
係
で
は
、
藷
小
作
料
よ
り
三
割
五
分
を
低
下
せ
る
も
白
を
以
て
新
小
作
料
と
し
た
。

従
っ
て
小
作
料
の
基
準
と
し
て
は
、
結
局
、

ω正
産
平
年
牧
草
り
三
七
・
五
%
を
小
作
料
白
限
度
と
す
る
場
合
と
、
的
従
来
。
小

作
料
よ
り
一
律
に
二
割
五
分
を
引
下
げ
た
も
の
を
新
小
作
料
と
す
る
場
合
と
の
一
一
者
に
分
か
れ
る
。

ω白
方
法
に
よ
る
と
き
は
、
優
等
地
が
比
較
的
多
額
の
小
作
料
引
下
を
受
く
る
に
反
し
、
劣
等
地
た
る
限
界
地
で
は
殆
ん

E
引
下

を
受
け
泣
い
結
呆
を
招
〈
。
例
へ
ば
優
等
地
で
は
正
産
た
る
平
年
米
収
を
反
常
り
三
一
石
と

L
、
小
作
料
を
ご
引
五
斗
と
す
れ
ば
、
新

支
那
の
二
五
尚
租
問
題

揮
五
十
三
巻
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小
作
料
は
一
石
一
斗
二
升
百
合
と
た
り
、
三
十
七
升
五
合
心
誠
摘
と
た
る
。
然
る
に
隈
山
作
地
に
於
て
は
反
首
半
年
米
収
が
一
一
布
に
描

ぎ
ざ
る
た
め
、
小
作
料
も
従
っ
て
低
く
一
一
一
半
七
升
五
合
た
り
と
す
れ
ば
、
政
で
は
一
合
も
減
額
せ
ら
れ
在
い
と
と
L
た
る
。

閣
の
方
法
に
よ
る
'
と
き
は
、
斯
か
る
不
合
理
は
た
く
、
優
等
地
に
於
て
も
、
劣
等
地
に
於
て
も
、
其
の
小
作
料
は
均
し
く
一
一
割
五

分
低
下
さ
れ
る
と
と
与
な
る
。
併
し
此
の
方
法
に
よ
る
時
は
一
律
に
小
作
料
を
一
一
割
五
分
引
下
げ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
従
来
小
作
料

の
比
較
的
高
か
っ
た
岡
地
は

一
律
引
下
後
も
比
較
的
高
か
ら
ざ
る
を
得
十
、
各
同
地
聞
の
小
作
料
の
不
均
衡
は
、
二
割
五
分
一
引
下

後
に
も
依
然
之
hw一
残
す
と
と
ミ
仕
る
。

従
っ
て
各
村
旬
に
、
問
地
の
等
級
(
例
へ
ば
七
等
殺
に
)
を
定
め
、
各
等
級
毎
に
公
正
小
作
料
を
決
定
す
る
方
法
を
選
ぶ
べ
き
で
あ
ら

う
。
山
川
ほ
公
正
小
作
料
を
決
定
す
る
に
は
、
一
止
産
牧
量
の
み
を
基
準
と
す
る
こ
と
泣
く
、
岡
地
が
一
毛
作
田
な
る
か
、
二
毛
作
同
た

る
か
、
又
は
三
毛
作
旧
な
る
か
を
も
軒
酌
す
べ
き
で
あ
る
。

文
郊
で
は
最
近
中
岡
地
政
皐
舎
が
小
作
料
は
地
債
D
百
分
の
八

E
超
過
し
得
ざ
る
や
う
規
定
す
べ
し
と
主
張
し
、
之
に
賛
同
す
る

墜
者
も
あ
る
が
、
併
し
地
代
が
先
づ
確
定
し
、
岬
捕
る
後
に
之
を
基
準
と
し
て
地
僚
が
決
定
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
、
之
に
賛
同

ず
る
を
得
な
い
。

(
二
)
小
作
料
白
減
免
問
題

風
水
早
病
畠
害
等
に
よ
る
減
収
の
際
に
於
け
る
小
作
料
白
減
免
に
闘
し
て
は
、

十
六
年
の
傑
例
で

は
、
地
主
が
自
銭
的
に
減
免
ナ
る
も
の
は
之
を
別
と
し
、
争
議
が
起
れ
ば
仲
裁
に
よ
っ
て
決
ナ
と
規
定
す
る
の
み
で
、
減
免
の
標
準

主
規
定
し
て
ゐ
な
い
。
十
七
年
の
章
程
に
於
て
も
、
天
災
晶
害
に
よ
り
特
別
む
減
牧
あ
る
時
は
、
制
業
理
事
局
郷
匝
塀
事
虚
が
減
免

を
決
定
す
る
と
規
定
す
る
の
み
で
、
減
免
の
標
準
を
示
し
て
ゐ
左
い
。
十
八
年
。
沸
法
で
は
、
牧
穫
皆
無
な
る
と
き
は
小
作
料
主
会

免
と
し
、
減
牧
の
際
は
地
主
・
小
作
が
新
租
約
に
限
し
、
酌
量
減
売
す
と
規
定
し
で
、
減
免
の
標
準
を
梢
明
ら
か
に
し
て
ゐ
る
。
更

洪瑞堅、前掲書、九二頁ー2') 



に
二
十
一
年
の
解
法
で
は
、
牧
穫
が
皆
無
又
は
二
割
以
下
な
る
と
き
は
会
党
と
し
、
凶
作
に
よ
り
減
牧
あ
る
時
は
従
来
の
慣
習
に
依

h

り
減
売
す
と
規
定
し
て
、
減
兎
の
標
準
を
明
ら
か
に
し
て
ゐ
る
。

以
上
四
つ
の
弊
法
に
於
て
は
、
何
れ
も
小
作
人
の
減
免
請
求
楳
を
認
め
て
ゐ
る
が
、
減
免
の
椋
準
に
闘
し
で
は
最
後
の
耕
法
が
最
も

明
白
に
規
定
し
て
ゐ
る
。
た
ピ
小
作
料
金
免
の
揚
合
を
今
引
し
寛
大
に
し
、
収
穫
が
皆
無
又
は
三
割
以
下
の
時
と
す
べ
き
で
あ
ら
う
。

(
三
)
撤
佃
問
題

十
六
年
の
保
例
は
、
地
主
が
撤
仙
を
な
す
に
は
一
年
前
に
小
作
人
に
通
知
す
べ
き
と
と
i
h

し
、
ま
た
小
作
人
が

小
作
料
を
納
付
せ
ざ
る
時
は
撤
仰
を
注
し
得
る
と
と
L

し
た
。
十
七
年
の
字
程
で
は
撤
仙
の
制
限
を
更
に
般
に
し
、
地
主
が
撤
佃
を

た
し
得
る
場
合
は
、
小
作
人
が
納
租
せ
ざ
る
時
、
一
年
前
に
通
知
し
小
作
人
の
承
諾
せ
る
時
、
地
主
が
小
作
地
の
悶
牧
叉
は
買
得
に

土
り
自
作
を
鴻
ナ
時
に
之
を
限
定
し
た
。
十
八
年
の
耕
法
で
は
、
更
に
永
小
作
人
に
あ
ら
ざ
る
小
作
人
が
小
作
地
を
締
貸
せ
る
と
昔

は
、
地
主
は
撤
仰
を
な
し
得
る
乙
と
を
附
加
し
た
。
二
十
一
年
目
腕
法
で
は
、
不
定
期
小
作
に
あ
り
で
は
、
地
主
の
撤
仰
を
股
草
花

制
限
せ
る
も
、
定
期
小
作
に
於
て
は
共
の
約
定
に
よ
る
と
と
i
A

し
た
。

思
ふ
に
小
作
人
の
耕
作
械
を
保
障
し
、
そ
の
経
替
と
生
活
と
を
安
定
せ
し
め
る
に
は
、
地
主
の
撤
仰
を
制
限
す
る
を
可
止
す
。
と

の
意
味
に
於
て
漸
次
撤
仙
の
制
限
が
酔
聞
に
さ
れ
た
る
こ
と
は
喜
ぶ
べ
き
で
あ
る
。
併
し
一
一
十
一
年
の
燐
法
が
定
期
小
作
に
於
け
る
撤

仙
を
地
主
・
小
作
の
約
定
に
一
任
し
た
る
は
宜
し
か
ら
や
。
さ
れ
ば
定
期
小
作
に
於
て
は
、
期
間
満
了
後
は
原
則
と
し
て
契
約
を
更

新
す
べ
き
乙
と
ミ
し
、
地
主
が
更
新
を
拒
絶
し
得
る
岨
割
合
は
、
小
作
人
が
題
意
主
以
て
小
作
料
を
叫
即
納
せ
る
と
き
、
地
十
で
が
向
作
を

た
ず
を
五
常
と
す
る
時
等
忙
之
を
限
定
す
ペ
き
で
あ
る
。

(
四
)
小
作
糾
紛
の
解
決

最
初
の
三
耕
法
で
は
、
小
作
糾
紛
白
解
決
は
、
二
段
制
又
は
三
段
制
の
調
停
委
員
合
制
に
よ
る
と
と
L

せ
る
が
、
二
十
一
年
の
僻
法
で
ほ
、
先
づ
第
一
段
に
於
て
は
調
停
に
よ
る
も
、
第
一
一
段
に
於
て
は
司
法
機
闘
に
よ
っ
て
虚
理
す
る
と

と
与
し
た
。支

那
白
二
五
時
租
問
題

第
五
十
三
巻
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克
那
自
ニ
宜
冊
租
問
題

策
五
十
一
一
一
審

六

六

第
ノ、
競

調
停
委
員
合
さ
へ
健
寅
で
あ
れ
ば
、
調
停
に
よ
る
方
が
争
議
白
解
決
は
早
い
で
あ
ら
う
。
併
し
争
議
が
深
刻
で
調
停
の
み
に
よ
っ

で
解
決
州
来
た
い
も
の
に
あ
っ
て
は
、
司
法
機
関
に
よ
る
底
理
主
必
要
と
す
る
で
あ
ら
う
。

(
五
)
悪
習
慣
の
除
去
地
主
の
額
外
需
来
及
び
小
作
人
の
納
租
に
闘
す
る
不
正
手
段
を
猿
守
る
己
と
は
営
然
で
あ
る
。
ま
た
押
租

及
び
預
租
等
も
之
を
禁
宇
る
を
可
と
す
る
。
然
る
に
一
一
十
一
年
の
耕
法
で
は
、
会
産
、
単
産
、
合
紀
産
に
は
預
租
を
許
せ
る
が
、
之

も
同
様
に
築
中
べ
き
で
あ
ら
う
。
品
川
ほ
従
来
か
ら
預
租
及
び
押
租
の
慣
習
が
あ
り
、
そ
の
小
作
料
が
営
該
地
の
通
常
小
作
料
に
較
ペ

て
唖
い
も
の
は
、
慣
習
に
依
る
こ
と
、
し
て
ゐ
る
。
併
し
厳
密
に
云
へ
ば
、
己
の
小
作
料
の
極
い
程
度
は
、
預
租
又
は
押
粗
金
の
制

息
に
相
常
ず
る
も
白
で
注
げ
れ
ば
た
ら
ぬ
。
押
租
及
び
預
租
を
一
律
に
禁
止
し
得
ざ
る
庖
に
、
支
那
農
村
に
於
け
る
憤
習
D
力
強
さ

が
窺
は
れ
る
。

占ハ

上
述
せ
る
二
五
減
租
諸
抽
開
法
が
農
村
に
針
し
如
何
足
る
影
響
を
興
へ
た
る
か
ピ
問
題
で
あ
る
。

E
の
二
五
減
租
に
よ
り
地
主
の
収

入
が
減
少
し
た
ピ
貯
、
小
作
人
白
収
入
が
増
加
し
た
こ
と
が
一
一
際
推
定
せ
ら
れ
る
。
己
の
事
は
、
嘉
北
及
び
嘉
南
に
於
け
る
減
租
前

心
得
畝
租
舗
が
犬
々
一
一
七
及
び
七
ト
た
る
に
、
減
租
後
に
於
て
は
六
牛
及
び
五
斗
陀
減
少
せ
る
一
一
例
を
見
て
も
明
白
で
あ
る
。
そ
白

結
果
と
し
て
地
慣
も
激
落
を
示
し
て
ゐ
る
。
併
し
、
之
は
減
租
に
よ
る
外
に
、
営
時
の
世
界
的
不
況
に
基
く
農
産
物
債
格
の
激
落
、

旧
賦
附
徴
及
び
損
税
白
増
加
に
も
悶
る
も
の
で
あ
る
。
山
川
低
減
租
政
策
を
契
機
と
し
て
、
・
従
来
の
小
作
人
の
馴
服
的
態
度
が
無
く
た

り
、
地
主
に
封
ナ
る
剖
抗
的
意
識
を
強
め
、
従
っ
て
小
作
争
議
。
積
出
を
来
し
、
同
地
主
購
入
せ
ん
と
す
る
者
白
減
少
せ
る
己
と

も
、
地
憤
激
落
の
一
凶
を
た
す
。
向
ほ
減
租
に
よ
っ
て
増
加
せ
る
小
作
人
の
収
入
も
、
多
〈
は
争
議
費
用
に
充
蛍
せ
ら
れ
、
小
作
経

瞥
の
再
生
産
に
投
下
さ
れ
る
こ
と
り
タ
た
か
っ
た
と
と
は
遺
憾
で
あ
っ
た
。
之
は
農
村
忙
於
て
減
租
を
喝
理
し
、
農
民
主
指
噂
す
べ

き
人
才
の
快
乏
に
も
凶
る
も
の
で
あ
る
。

斯
江
省
D
一
一
五
減
租
政
策
は
、
農
民
運
動
に
よ
っ
て
促
さ
れ
た
と
は
一
主
へ
、
黛
政
営
局
の
費
動
に
よ
る
庭
も
大
で
あ
っ
た
の
さ
れ

ぽ
営
肋
白
熱
意
を
示
し
た
民
団
十
六
、
七
年
頃
は
減
組
運
動
。
興
品
川
期
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
省
集
部
と
省
政
府
と
の
聞
に
意
見
白

組
踊
を
来
た
し
、
ひ
い
て
減
租
政
策
も
吠
第
に
衰
退
期
及
び
波
落
期
に
入
る
己
と
L
在
っ
た
c
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